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 今年、平成２８年（申年）は、七年に一度十二支の寅と申の年
に行なわれる、諏訪大社最大の祭り「御柱祭」が諏訪地域で開催

されます。今号がお手元に到着する頃には、上社の山出しが終わ

り、下社の山出しが始まる頃だと思います。 
諏訪地域の方々は、御柱祭に向けての準備とともに、様々な支

出をしています。今回は、御柱祭に関するお金の会計処理につい

て解説致します。 
１．諏訪大社への奉納金、地区などへの寄付金 
 諏訪大社への奉納金や地区などへの寄付金は、「寄付金」となり

ます。この寄付金については、法人税法上、一部、費用として認

められないケースがあります。また、個人の御柱祭の寄付につい

ては、寄付金控除など優遇税制の対象となっていません。 
２．新聞の特集記事への協賛金 

新聞の御柱祭の特集記事に協賛金を支出した場合は、「広告宣伝

費」となります。新聞などの特集記事の協賛は、それと同時に新

聞紙面に協賛企業の広告が掲載されるためです。 

３．桟敷席・お宿の費用 

御柱祭の際は、御柱街道沿いを中心に桟敷席やお宿設けて、見

物席や休憩所の提供、お酒や食べ物の振る舞いが行われますが、

この際の費用の区分は、慎重に行う必要があります。 

①取引先・従業員等を招くための場合 

取引先や従業員やその家族を招くために設置した桟敷席やお   

宿の費用は、「接待交際費」となります。従業員だけを招くためで

あれば、「福利厚生費」という考え方もありますが、訪れる従業員

が限定される可能性が高いため、「接待交際費」となります。 

②不特定多数への振る舞い等 

企業名や商品を掲げ、不特定多数の人へ広告宣伝を見越して、

設置した桟敷席やお宿、振る舞い等の費用については、「広告宣伝

費」となります。 

※上記は、一例で個々の事情や状況によって会計処理が違う可能   

性があるため、個別にご相談ください。 
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＜御柱祭の日程＞

上社…山出し4/2～4/4、里曳き5/3～5/5

下社…山出し4/8～4/10、里曳き5/14～5/16

御柱祭の振る舞い酒は、広告宣伝費？ 



平成28年度の税制改正関連法案が3月29日の参議院本会議で可決され成立しました。今月号は縮減、廃

止される生産性向上設備投資促進税制を取り上げます。 

■生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止 

生産性向上設備投資促進税制は、企業の投資判断の前倒しを促すよう、当初の期限通り平成28年度に支援措置

を縮減し、平成28年度末の適用期限到来時に廃止されます。 

 

生産性向上設備投資促進税制とは 

質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図る観点から、「先端設備」や「生産ラインやオペレーシ

ョンの改善に資する設備」を導入する際の税制措置です。Ａ類型とＢ類型の２つの確認方法があり、どちらかの

確認等を受けて、取得価額要件等を満たした場合に税制措置を受けられます。 

税制措置の内容（平成28年4月1日以降） 

【対象法人】青色申告をしている法人・個人 

【対象設備】平成28年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に取得等をした特定生産性向上設備等 

【税制措置】①特別償却または②税額控除のいずれかを選択 

①特別償却限度額＝特定生産性向上設備等の取得価額の50%相当額（建物又は構築物は25%） 

②税額控除限度額＝特定生産性向上設備等の取得価額の 4%相当額（建物又は構築物は 2%） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度 税制改正 法人関係② 



【設備の種類と最低取得価額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ類型の要件確認スキーム】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Ｂ類型の要件確認スキーム】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ類型の場合、公認会計士又は税理士による投資計画案の内容確認が必要となります。当事務所にてご支援させ

ていただきますので、本制度検討の際はお気軽にご相談ください。          （北原隆幸・原剛志） 



業種や規模を問わず、人材確保が難しくなっているといわれています。こうした状況では既存従業員に定着し

て働き続けてもらうことが欠かせません。ここでは、昨年11月に発表された調査結果から、従業員の職業生活の

満足度に関するデータをご紹介します。 

■正社員の場合 
項目別に従業員の職業生活の満足度割合をまとめてみると、以下の通りです。「満足」又は「やや満足」（以下、

満足）とした割合をみると、「仕事の内容・やりがい」が68.1%で最高。次いで「雇用の安定性」、「正社員との人

間関係、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」などが50%を超えました。「不満」又は「やや不満」（以下、不満）の割合をみると、「賃金」

が29.7%で最も高く、次いで「人事評価・処遇のあり方」、「職場での指揮命令系統の明確性」が20%を超えました。 

■正社員以外の場合 
満足とした割合は「仕事の内容・やいがい」が 66.8%で最高でした。これは正社員と同様の傾向です。次いで

「正社員以外の労働者との人間関係、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「正社員との人間関係、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」などが50%超でした。 

不満とした割合は、これも正社員と同様に「賃金」が34.2%と最も不満の高い項目となり、次いで「福利厚生」

が20%を超えました。  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 金融投資をされている方の中には、できれば手っ取り早く、短期で儲かる銘柄を探してる方 

も少なくないと思います。これは「機会（チャンス）にお金を投じる」ということであり、投 

資ではなく投機に当たります。運も左右することなので、投機で儲け続けることは大変難しい 

ことだと思います。 

一方、投資は「将来価値が上がるであろう資産へお金を投じる」という意味で使われます。 

投機と投資では、お金を投じる相手が異なるのです。「いま儲かるもの」ではなく「将来価値が上がるもの」へ 

お金を投じるのが「投資」です。早く儲けたい気持ちもあるかもしれませんが、「投資」をするのであれば、時間

を味方につけ、長期的に考えなくてはなりません。また時間は投資において唯一最強の武器とも言われています。 

 普段の生活の中で読書・勉強・運動などの「自己投資」をされている方も多いと思いますが、この自己投資に

おいても同じことが言えるかもしれません。挑戦した結果、短期で成果が出ることは多くありません。コツコツ

と根気よく、少しずつでも長期的に時間をかけて継続することが重要だと思います。自分にとって将来プラスに

なることを毎日続けたいですね。 

職員コラム   ～ 投資観 ～                         北原 隆幸  

従業員の職業⽣活における満⾜度  


